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東京消防庁・各指定都市消防長 

消防庁危険物保安室長 

（ 公 印 省 略 ）  

屋内貯蔵所において電気機械器具等を使用する場合の運用について 

IoT 機器等が火花を発生する機械器具等に該当する場合は、危険物の規制に関する政令

（昭和 34年政令第 306号。以下「政令」という。）第 24条第 13号に規定する「可燃性の

液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又

は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所」では使用できないこととされていま

す。 

今般、「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」における検討結果を踏

まえ、屋内貯蔵所において電気機械器具等を使用する場合の留意事項等について下記のと

おりとりまとめましたので、通知します。 

各都道府県消防防災主管部長におかれては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理

する一部事務組合等を含む。）に対して、この旨周知されますようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づく助言と

して発出するものであることを申し添えます。 

記 

１．屋内貯蔵所における IoT機器等の使用にあたっての留意事項等について 

（１）次の要件に適合する屋内貯蔵所の内部については、政令第 24 条第 13 号に規定する

「可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれ

のある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所」に該当しないもの

と取り扱うこととして、差し支えないこと。 

ア 屋内貯蔵所において、貯蔵に伴う少量の危険物の詰替え、小分け行為、混合等の取り

扱いが行われていないこと。 

イ 政令第 10 条第１項第 12 号に規定する「危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要

な換気のための設備」が正常に稼働していること。また、引火点が 70度未満の危険物

殿 



 
 

の貯蔵倉庫にあっては、同号に規定する「内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出

する設備」が正常に稼働していること。 

 

（２）（１）の要件に適合する屋内貯蔵所において、固定式でない非防爆構造の電気機械器 

具等を使用する場合は、防爆構造の可燃性ガス検知機を常時稼働させ、安全を確認する

こと。 

 

（３）屋内貯蔵所内で危険物の漏えい事故等が発生した場合には、固定式でない非防爆構造

の電気機械器具等の使用を直ちに停止し、電源を遮断するとともに、屋内貯蔵所の外へ

退避し、安全が確認されるまでの間は、屋内貯蔵所内で当該電気機械器具等を使用しな

いこと。 

 

（４）消防機関においては、（１）から（３）の運用が確保されていることを資料等により

確認されたいこと。 

 

２．固定式の電気機械器具等について 

  屋内貯蔵所内で危険物の漏えい事故等が発生した場合には、危険物の種類や気象条件

等によっては、可燃性蒸気が屋内貯蔵所全体に滞留するおそれがあることから、屋内貯蔵

所の外へ容易に持ち出すことができない固定式の電気機械器具等については、従来どお

り防爆構造のものを設置することが原則であること。 

ただし、事故時等において、その機能の確保が求められる照明、消火設備、警報設備等

以外の固定式の電気機械器具等については、周辺の環境や施設の形態等の条件を個別具

体的に検討のうえ、屋内貯蔵所において可燃性蒸気が検知された場合に、直ちに当該機械

器具等への通電を遮断できる装置やインターロック機能を設けることにより、非防爆構

造のものを設置することが可能となると考えられること。 

 

（問い合わせ先） 

 消防庁危険物保安室 
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